
長野県中学生期のスポーツ・文化芸術活動が目指す姿

【市町村教委等】
・団体スポーツも経験させたい
・今、行っている活動が継続できるようにしたい

【教職員】
・学校部活動では、人間関
係の構築や人間形成を
大切にしてきた
・地域クラブ活動では、専
門性の高い指導が受け
られることや自分に合っ
た活動が選べること、部
活動にない種目もでき
ることを期待

【スポーツ・文化芸術関係者】
・様々なスポーツを体験させたい
・自分のレベルに合った活動を選ばせたい

〇 小学５・６年生、中学生、保護者、公立小中学校教職員へのアンケート結果（R５．６～７月
〇 長野県地域スポーツ文化芸術活動推進連絡協議会での検討、市町村教委等との懇談・意見交換

から導かれるもの

【小学生】
・興味のある活動がしたい
・自分に合った活動を選びたい
・自校以外や多世代との活動がしたい

【保護者】
・仲間づくりをしてほしい
・社会性や協調性などを
身につけてほしい
・自分に合った活動が選
べるとよい

【中学生】
・興味がある活動がしたい
・部活動と同じ活動がしたい
・専門性の高い指導を受けたい

○自己の状況に応じて、体力や技能、表現力、想像力等を育成できる
（成長期の心身の成長に合わせた活動）

〇自分の興味ある活動に主体的に取り組むことができ、上達するこ
とで達成感を味わいながら自己肯定感を高められる
（単に高度な技術等を身に付けることでなく、現在の状況から上達したり
目標を達成することが出来る活動）

〇他者との関わりの中で仲間づくりや社会性・協調性を育むことが
できる （他者との関わりの中で自身の存在を感じられるような活動）

学校部活動から転換する

『地域クラブ活動』に求められるもの
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県の支援

地域クラブ設立の体制イメージ等の決定
エリア検討など、市町村間の広域的な連携の調整・支援※１

市町村等（広域連携含む）の取組②

例２ 単独型例１ 市町村等主導型

市町村の取組①

例３ 集合型

長野県における運営団体の設立又は選定までのイメージ
・長野県地域スポーツ・文化芸術活動推進連絡協議会による推進計画等の検討
・児童生徒・保護者・教員へのアンケート調査、市町村との意見交換
・実証事業など、先行モデルの検証
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【協議会】
・運営団体の設立または選定
・希望する運営団体への法人化の支援

○協議会の設置※２

・協議会構成員の選定

地域の実情に応じた『運営団体』の設立又は選定※３

・実施団体等で組織
・協議会からの移行
・専属の事務局員を
一つの構成団体内に

配置

・市町村等が運営団体となる。
・または、市町村等が中心となって、運営団体
を設立（モデル例 千曲坂城クラブ、南佐久）

・専属の事務局員を市町村内に配置

・関係団体と連携し、指導者を派遣。

関係団体と連携

当該団体と協議
運営団体の決定

市町村・
市町村教委

・一つの関係団体が運営団体となる。
・専属の事務局員を配置。
・自団体でまかなえない種目・領域の実施
主体と連携をとり、指導者を派遣。

市町村・
市町村教委

単独団体

関係団体と連携

実施主体と連携し、適正で持続可能な運営体制を構築し、会計処理、会場確保、指導者派遣、安全管理、送迎の手配等の実務を行う。

※１ 県総括コーディネータ―
による広域的な調整支援

県は、単独での地域クラブ設立が難しく、近隣の
市町村との広域的な活動を希望する市町村に対し、
市町村間の相談・調整の場を設ける。また、県統括
コーディネーターへの個別相談も受け付ける。

※２ 協議会の設置
市町村は、関係者からなる協議会を設置し、生徒

等のニーズを把握しつつ、新たな地域クラブの環境
整備方法について検討し、当該団体と協議の上、運
営団体を設立又は選定する。

※３ 運営団体の設立又は選定
運営団体の設立、または選定は、地域の実情に

応じて、最も最適な形態を下記の例等を参考に決
定する。発足時には例1から始め、後に例２に移行
する等、段階的に進めることも考えられる。また、
賠償責任保険加入に際し、社団法人やNPO法人と
して設立することが好ましい。

複数の市町村 単独の市町村 市町村の一部地域
県総括コーディネータ―
による広域的な調整支援

対象エリアの決定
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事務局

会場の確保、指導者のシフトの作成・派遣、安全管理

ポイント１ 運営団体の組織
全ての種目・種類を１つの団体で担うことは困難。
複数の団体で協力して実施する体制が必要

学校区単位でできる活動は主に学校施設で、
学校区単位より広い範囲で集合して行う活動は学校施設・社会体育施設等で実施

ポイント２ 運営団体の運用
統一のルールで運用するために、構成員による合議
制を取る必要がある

ポイント４ 教育的配慮
教育的観点に立った活動内容にするため、市町村教
委がクラブ運営に関われる体制づくりが望ましい

ポイント３ 保険への加入
指導中の事故等に対応するため、運営団体としても
賠償責任保険に加入することが望ましい

ポイント５ 事務局員の配置
会場確保、指導者のシフト作成・派遣、安全管理の
業務を処理する専任の事務局員が必要

ポイント６ 指導者の水準
最低限確保しなければならない水準は「その種目
等の経験者レベル」。勤務形態はの有償ボラン
ティア又は自治体からの委託が良いか

事務局員

ポイント７ 平日の指導
平日の合同活動は困難な為、活動場所への指導者の
派遣やオンライン指導を活用する等実施方法を工夫

運営団体の体制づくりや運用のポイント 資料５

地元大学
専門学校



事務局経費（想定）

会計年度職員（パート）年約265万円
会計年度職員（フル最低）年約307万円
事務所経費合計 年35万円
光熱水料費 年3万円
借料 事務所借料 年5万円

複合機リース料 年3万円
雑費 振込手数料等 年10万円
消耗品費 年5万円
通信費 年8万円 賠償保険代1万円

県内部員数 運動27,601人 文化5,435人（R4.5時点）

部あたり平均 運動19人※4 文化24人※5

県内184校
市町村あたり平均2.4校※１

県内部活動数 運動1,456部 文化227部
学校あたり平均 運動7.9部※２ 文化1.2部※３

部員数

部活動数

学校数

事務局
（市町村単位）

部活あたり運営経費総額 635,500円（③＝①＋②）
部活あたり総務費
300円×11時間×4週×12月＋1,850円＝160,250円･･･①

（指導者保険料）

部活あたり指導者謝金
900円×11時間×4週×12月＝475,200円･･･②

平均モデルにおける参加者一人あたり年会費
【運動系】635,500円（③）/部員19人※４＋800円（保険料）

＝約34,300円（月2,860円）
【文化系】635,500円（③）/部員24人※５＋800円（保険料）

＝約27,300円（月2,280円）

平均的な学校における総務費総額 1,458,300円（⑥＝④＋⑤）
学校あたり総務費（運動部）
160,250円（①）×7.9部※２＝1,266,000円･･･④
学校あたり総務費（文化部）
160,250円（①）×1.2部※3＝192,300円･･･⑤

平均的な市町村における事務局運営費自主財源総額 3,499,920円
1,458,300円（⑥）×2.4校※１＝3,499,920円

文化部は
吹奏楽部・合唱部等

を想定

○謝金水準は部活動手当の水準
（自治体委託、又は有償ボランティアの場合）を想定
○総務費水準は事務局経費を賄える水準を想定

指導者派遣費等の想定
1,200円/時間

（うち指導者謝金900円総務費300円）

事務局員の業務
○約22部活の
・会場の確保
・安全管理
・指導者のシフトの作成

○約430人分の
・会費の徴収

長野県平均モデルにおける自主運営費のイメージ【参考】 資料６



事務局経費（想定）

会計年度職員（パート）年約265万円
会計年度職員（フル最低）年約307万円
事務所経費合計 年35万円
光熱水料費 年3万円
借料 事務所借料 年5万円

複合機リース料 年3万円
雑費 振込手数料等 年10万円
消耗品費 年5万円
通信費 年8万円 賠償保険代1万円

地域クラブ活動

運営事務局

参加者負担の試算
１．指導者12名、参加者240名のクラブの場合
【平日・休日】
①事務局費 350万
②指導者謝金 576万（48万円×12名）
③指導者保険代 22,200円（1,850円×12名） ①＋②＋③＝9,282,200円
④参加者一人当たりの負担 39,500円（9,282,200/240名+800円）
年 39,500円、月 3,300円

【休日のみ】
①事務局費 350万
②指導者謝金 132万（11万×12名）
③指導者保険代 22,200円 ①＋②＋③＝4,842,200円
④参加者一人当たりの負担 21,000円（4,842,200/240名+800円）
10カ月 21,000円、月 2,100円

２．指導者８名、参加者120名のクラブの場合
【平日・休日】
①事務局費 350万
②指導者謝金 384万（48万円×８名）
③指導者保険代 14,800円（1,850円×８名） ①＋②＋③＝7,354,800円
④参加者一人当たりの負担 62,090円（7,354,800/120名+800円）
年 62,090円、月 5,200円

【休日のみ】
①事務局費 350万
②指導者謝金 88万（11万×８名）
③指導者保険代 14,800円 ①＋②＋③＝4,394,800円
④参加者一人当たりの負担 37,500円（4,842,200/120名+800円）
10カ月 37,500円、月 3,800円

３．指導者４名、参加者80名のクラブの場合
【休日のみ】
①事務局費 350万
②指導者謝金 44万（11万×４名）
③指導者保険代 7,400円（1,850×４） ①＋②＋③＝3,947,400円
④参加者一人当たりの負担 50,200円（4,059,250/80名+800円）
10カ月 50,200円 月 5,100円

※児童生徒・保護者アンケートによれば、部費は概ね月4,000円程度

事務局員の業務
・活動会場の確保
・安全管理
・指導者のシフトの作成
・会議の招集
・会費の徴収

地域クラブ規模による会費イメージ【参考】

参加者負担金試算の前提
〇事務局経費350万円（上記による）
〇指導者謝金（自治体委託又は有償ボランティアを想定）
【平日・休日】900円×11時間×４週×12月≒48万円
【休日のみ】900円×３時間×４週×10月≒11万円
〇指導者保険代1,850円、参加者保険代 800円
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